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建設産業政策会議について

【検討体制】

劇的な進展を遂げるAI、IoTなどのイノベーション、確実に到来する労働力人口の減少といった

事態を正面から受け止め、１０年後においても建設産業が「生産性」を高めながら「現場力」を

維持できるよう、法制度はじめ建設業関連制度の基本的な枠組みについて検討を行うため、学識

経験者、民間有識者、建設産業関連団体から構成される「建設産業政策会議」を設置（座長：石原邦

夫 東京海上日動火災保険相談役、座長代理：大森文彦 弁護士・東洋大学法学部教授）。また、「建設産業政策会議」

のもとに、３つのＷＧ（法制度・許可ＷＧ、企業評価ＷＧ及び地域建設業ＷＧ）を設置。

【開催経緯】

第１回 平成２８年 １０月１１日

第２回 １２月２２日

第３回 平成２９年 １月２６日

第４回 ３月１６日

第５回 ５月２９日

第６回 ６月１３日

第７回 ６月３０日

とりまとめ ７月 ４日

※そのほか、各ＷＧを平成２９年２月以降３回
ずつ開催し、本会議とあわせて計１６回の議
論を実施。

建設産業政策会議

法制度・許可
ＷＧ

企業評価
ＷＧ

地域建設業
ＷＧ

座長 ： 石原邦夫（東京海上日動火災保険相談役）
座長代理： 大森文彦（弁護士・東洋大学法学部教授）

座長： 大森文彦

（弁護士・東洋大学
法学部教授）

座長： 丹羽秀夫
（公認会計士・税理士）

座長： 大橋弘

（東京大学大学院経済
学研究科教授） 1



発注者
国民国民
地域住民
消費者

入職予備軍

専門工事企業 元請企業

技術者技術者技能労働者

将来的な建設業従事者の減少

・良質なインフラサービス・建築
サービスの提供

・働き方改革・生産性向上への理解と協力
・役割分担しつつ品質確保の求め

一人親方

・情報提供と説明
・いざという時の安心
・地域活性化

・インフラ・建築へのニーズと品質確保の
求め
・良質なインフラ・建築サービスへの信頼

公共

民間

業界外の協力も得て
行う生産性向上

業界外の協力も得て
行う働き方改革

理解の広がり

働き方改革
生産性向上

良質な建設
サービス

国民の理解
と信頼

若年層や
女性の入職

これらの取組を通じて、
建設産業の好循環を実現

【業界内外の連携による生産性向上】

○各プロセスにおけるICT化、手戻り・手待ちの防止
－全ての建設生産プロセスでＩＣＴ等を活用するため、３次元
データ等のプラットフォームを整備

○施工に従事する者の配置・活用の最適化
－企業間における人材の効率的な活用（労働の平準化）
－ICTの進展等を踏まえた技術者の配置の見直し

【多様な主体との連携による良質な建設サービスの
提供】

○安心して発注できる環境の整備
－発注体制を補完するためのCM方式の制度化
－企業情報の提供や施工の説明による個人発注者の保護

○施工の品質に直結する設計や工場製品の質の向上
－ＢＩＭ・ＣＩＭ等の適用範囲の拡大に向けた環境整備
－工場製品に起因して建設生産物に不具合が生じた場合の再発防
止（報告徴収・立入検査、勧告等）

地
方
公
共
団
体

国

取組と規律の広がり

○個々の企業の一層の取組に加え、業界全体や発注者・設計者など様々な主体との連携による

働き方改革や生産性向上等の取組を強力に推進し、国民の安全・安心や経済成長に持続的に貢献。

○良質な建設サービスを高い水準で確保し、個々の発注者や消費者の利益を実現し、信頼を確保。

10年後を見据えて、建設産業に関わる各種の

「制度インフラ」を再構築

[政策目的]

○建設産業は今後も、インフラや住宅等の整備や今後の老朽化への対応、さらには災害時の応急復旧など国民生活の安全・安心を支えるとともに、都市再生や地域活性化
に資する施設整備など経済成長に貢献する役割を継続的に担っていく必要。
○一方、全産業的に生産年齢人口の減少が進む中、「雇用の受け皿」として建設産業が個々の企業の取組だけで担い手を十分に確保できていた時代は既に終焉。
○建設産業が今後も産業として成り立って行く上で源泉となる「現場力」を維持するとともに、「超スマート社会」の実現など国内外の“未来づくり”の一翼を担うこと
で若者に夢や希望を与えることができる産業であり続けるためには、個々の企業の一層の取組に加え、個々の企業を超えた施策が必要。

[背景]

[安全･安心
･経済成長]

建設企業 現場力

建設関連企業

建築設計事務所
建設コンサルタント

測量企業
地質調査企業

重層下請構造
の改善

規律の再構築

連携

業務委託
契約

相互関係の
透明性と緊張感

・建設産業への
理解と信頼
・若年層や女性の入職
・地域との連携

・良質な建設
サービスの提供
・情報提供と説明

○個々の企業の取組
・継続的な処遇改善（賃金等）
・施工技術の向上
・地域の守り手としての役割の維持

建設産業政策2017+10 ～若い人たちに明日の建設産業を語ろう～
あ す

【地域力の強化】

○地域の多様な主体との連携を強化
－地域貢献に取り組む企業の評価（防災活動、建機保有等）
－市町村が主体となり建設産業の振興・発展を図る仕組み

【業界内外の連携による働き方改革】

○建設業従事者の継続的な処遇改善（賃金等）
－技能労働者の能力評価基準の策定と技能・経験に応じた処遇
の実現（建設キャリアアップシステムの活用）

○適切な工期設定、週休２日に向けた環境整備
－工期設定等に関する受発注者双方の責務の明確化、無理な
工期設定を求める発注者への働きかけ

－適切な工期設定等のためのガイドラインの策定

○働く人を大切にする業界・企業であることを見える化
－専門工事企業の評価制度の創設
－技能労働者の位置づけの明確化（建設企業が雇用する技能労働
者の育成の責務等）

－許可に際しての労働者福祉の観点の強化
－人材育成体制の強化

（H29.7.4 建設産業政策会議とりまとめ）
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